
 

指定管理施設（鳥取県立みなとさかい交流館）運営評価委員会評価報告書 
 

 指定管理施設における施設管理状況の点検について（平成 19年 9月 19日付第 200700099675号行政経営
推進課長通知）に定める「指定管理業務点検要領」に基づき、以下のとおり指定管理者による鳥取県立み
なとさかい交流館の管理運営状況について、中間年度までの実績をもとに評価を行った。 
 

１ 対象施設 
  鳥取県立みなとさかい交流館（境港市大正町２１５） 

 

２ 指定管理者 
  境港管理組合 管理者 平井 伸治（境港市大正町２１５） 
 
３ 指定期間 
  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで（５年間） 
 
４ 運営評価委員会 
（１） 開 催 日   平成２９年８月３０日（水） 

 

 （２）開催場所   鳥取県立みなとさかい交流館 ３階 会議室 

 

 （３）評価委員 

氏名 所属等 

川﨑 紘宗（委員長） 公立鳥取環境大学経営学部経営学科 講師 

池淵 靖 税理士法人クレール 税理士 

足立 光枝 上道町婦人会 会長 

酒井 美智子 境港商工会議所女性会 副会長 

谷 和敏（副委員長） 鳥取県県土整備部 次長 

 

（４）評価方法   
    平成２６年度から平成２８年度までの指定管理者から提出された事業計画書及び事業報告書、各

年度の県による評価結果、現場視察、質疑応答等に基づき、各委員が以下の評価項目ごとに評価を
行った。 

    評価は「２点、１点、０点、△１点、△２点」の５段階で行い、５名の委員の平均で決定した。 

評価項目 主な評価内容 

１ 公の施設の平等な利用を確保
するのに十分なものであるか 

・施設設置目的を理解しているか 

・管理運営の方針は適切か 

２ 公の施設の効用を最大限に発
揮させるものであるか 

・施設設備の維持管理の内容は適切か 

・衛生管理の内容は適切か 

・効率的な外部委託が行われているか 

・事故・事件の防止措置、緊急時の対応は適切か 

・個人情報保護、情報公開への対応は適切か 

・施設利用の要望の把握、対応は適切か 

３ 公の施設の管理の業務に係る
経費の効率化が図られるもので
あるか 

・管理経費の縮減等の効率化が適切に図られているか 

４ 公の施設の管理を安定して行う
ために必要な人員及び財政的基礎
を有しており、又は確保できる見
込みがあるか 

  その他公の施設の設置の目的を
達成するために必要なもの 

・財政基盤、経営基盤は安定しているか 

・組織及び職員の配置等は適切か 

・職員の人材育成は適切か 

・関係法令に係る監督行政機関からの指導等を受けていない
か 

・障がい者就労施設への発注等、県の施策へ協力し法人等の
社会的責任を適切に遂行しているか 

 



 

（５）評価結果 
  ア 評価点数 
    指定管理者による鳥取県立みなとさかい交流館の管理運営状況の評価は以下のとおり。 

評価項目 
評価委員 

平均 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ 公の施設の平等な
利用を確保するのに
十分なものであるか 

２ １ １ ２ ２ １．６ 

２ 公の施設の効用を
最大限に発揮させる
ものであるか 

１ ０ １ ２ １ １．０ 

３ 公の施設の管理の
業務に係る経費の効
率化が図られるもの
であるか 

１ ２ ２ １ ２ １．６ 

４ 公の施設の管理を
安定して行うために必
要な人員及び財政的基
礎を有しており、又は
確保できる見込みがあ
るか 

  その他公の施設の設
置の目的を達成するた
めに必要なもの 

１ １ ０ １ １ ０．８ 

総括 １ １ １ １ ２ １．２ 

【評価点】 
２点：評価できる １点：やや評価できる ０点：普通 

  △１点：あまり評価できない △２点：評価できない 
   
  イ 評価委員からの主な意見 
   ・毎年管理委託料の返還額を出しており評価できる。 

・館内の階段がどこにあるか分かりにくかったので案内掲示等で分かりやすく示した方が良い。 
   ・隠岐汽船で戻られた方が船酔い等で気分が悪くなったとき横になって休めるスペースが必要。 
   ・会議室の便利な点をＰＲするなどして、利用促進に一層取り組むべき。 


